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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池製造装置が備える案内部にガスセパレータを順次係合させながら、ガスセパレ
ータを含む複数の部材を積層する燃料電池の製造方法であって、
　前記案内部は、互いに平行であって水平方向に延びる第１および第２の案内部材を備え
、
　前記ガスセパレータには、該ガスセパレータの外周に形成された凹および／または凸形
状を備える第１および第２の係合部が設けられており、
　前記第１の案内部材に前記第１の係合部を係合させると共に、前記第２の案内部材に前
記第２の係合部を係合させて、前記ガスセパレータを前記燃料電池製造装置に係合させる
ことによって、前記ガスセパレータを含む複数の部材を水平方向に積層する積層工程を備
え、
　前記積層工程は、
　　前記第１および第２の係合部において前記第１および第２の案内部材に支持される第
１および第２の支持箇所を、前記ガスセパレータの重心を間に挟んで離間する位置に配置
すると共に、
　　前記ガスセパレータの積層面上で、前記第１および第２の支持箇所を結んだ直線より
も重力方向下方の領域に前記重心が存在するように、前記第１および第２の係合部を前記
第１および第２の案内部材に係合させる工程である　燃料電池の製造方法。
【請求項２】
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　請求項１に記載の燃料電池の製造方法であって、
　前記第１および第２の支持箇所は、前記ガスセパレータの重心よりも重力方向上方に配
置される
　燃料電池の製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の燃料電池の製造方法であって、
　前記第１および第２の支持箇所は、前記第１および第２の係合部を前記第１および第２
の案内部材に係合させたときに、前記重心からの重力方向の距離が互いに異なっているこ
とを特徴とする
　燃料電池の製造方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の燃料電池の製造方法であって、
前記積層工程は、
前記第１の支持箇所が、前記第２の支持箇所よりも、重力方向上方に配置されると共に、
前記第１および第２の係合部において前記第１および第２の案内部材による支持が可能な
領域である第１および第２の支持領域と、前記第１および第２の案内部材において前記第
１および第２の係合部と接することが可能な領域である第１および第２の接触領域と、の
うちの少なくともいずれか一方が、前記第１の係合部側から前記第２の係合部側に向かっ
て重力方向下方に傾く傾斜面を形成するように、
前記第１および第２の係合部を前記第１および第２の案内部材に係合させる工程である
　燃料電池の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の燃料電池の製造方法であって、
前記積層工程は、前記第１の係合部において前記ガスセパレータを前記案内部に対して位
置決めするように、前記第１および第２の係合部を前記第１および第２の案内部材に係合
させる工程である
燃料電池の製造方法。
【請求項６】
　請求項１から５のうちのいずれか１項に記載の燃料電池の製造方法であって、
　前記案内部は、さらに、前記第１および第２の係合部と前記第１および第２の案内部材
との間の密着を抑制する振動を、前記第１および第２の案内部材に発生させる振動発生部
を備え、
　前記積層工程は、前記振動発生部によって前記第１および第２の案内部材に振動を発生
させつつ行なわれる
燃料電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池の製造方法および燃料電池用ガスセパレータに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、一般に、電解質層と、電解質層を挟持する一対の電極と、電極のさらに外
側に配置される一対のガスセパレータと、を備える単セルを、複数積層することによって
形成される。燃料電池を組み立てる際には、上記各部材を位置合わせしながら順次積層す
る。このような積層の動作は、例えば、剛性が低い電解質層および電極を、比較的に剛性
が高いガスセパレータと位置合わせして予め一体化した後に、ガスセパレータ間を位置合
わせしながら行なうことができる。
【０００３】
　ガスセパレータを位置合わせしながら積層する方法として、例えば、略四角形状のガス
セパレータの上辺と下辺の各々の中央部に係合部を設けると共に、燃料電池の製造装置に
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おいて、上記２つの係合部間の距離だけ互いに重力方向に離間して水平方向に延びる平行
な２本の位置決めフレームを設ける構成が提案されている(例えば、特許文献１参照）。
このような構成では、ガスセパレータの上辺および下辺の係合部を２本の位置決めフレー
ムに係合させて、ガスセパレータを上辺の係合部において吊り下げると共に、下辺の係合
部を位置決めフレームに突き当てた状態で積層の動作を行なう。
【０００４】
　また、他の積層方法として、ガスセパレータの周辺近傍の特定の位置に複数の位置決め
穴を設けると共に、燃料電池の製造装置において、上記複数の位置決め穴間の位置に応じ
た位置で鉛直方向に延びる平行な複数の位置決めシャフトを設ける構成が提案されている
（例えば、特許文献２参照）。このような構成では、ガスセパレータの各位置決め穴を対
応する位置決めシャフトに通して、ガスセパレータを鉛直方向に積み上げるように積層の
動作を行なう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１２３７６０号公報
【特許文献２】特開２００７－２４２４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ガスセパレータの上辺でガスセパレータを吊り下げながらガスセパレー
タを吊り下げる場合には、ガスセパレータの嵌め込み動作のために係合部と位置決めフレ
ームとの間に必然的に形成される隙間に起因して、ガスセパレータが、上記係合部を中心
にして比較的容易に揺動する可能性がある。また、ガスセパレータの位置決め穴を位置決
めシャフトに通してガスセパレータを積み上げる場合にも、ガスセパレータの嵌め込み動
作のために位置決め穴と位置決めシャフトとの間に必然的に形成される隙間に起因して、
ガスセパレータが、比較的容易にガスセパレータの面方向にずれる可能性がある。そのた
め、ガスセパレータを積層する際の位置合わせの精度のさらなる向上が望まれていた。
【０００７】
　なお、位置決め穴を位置決めシャフトに通してガスセパレータを積み上げる際に、位置
決め穴および位置決めシャフトの数を増加させて位置合わせの精度を高める構成も考えら
れるが、この場合には、位置決め穴および位置決めシャフトの形成の精度をさらに高める
必要があり、また、積層の動作が煩雑化する可能性があるため、採用し難い場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００９】
（１）本発明の一形態によれば、燃料電池製造装置が備える案内部にガスセパレータを順
次係合させながら、ガスセパレータを含む複数の部材を積層する燃料電池の製造方法が提
供される。ここで、前記案内部は、互いに平行であって水平方向に延びる第１および第２
の案内部材を備える。前記ガスセパレータには、該ガスセパレータの外周に形成された凹
および／または凸形状を備える第１および第２の係合部が設けられている。この燃料電池
の製造方法は、前記第１の案内部材に前記第１の係合部を係合させると共に、前記第２の
案内部材に前記第２の係合部を係合させて、前記ガスセパレータを前記燃料電池製造装置
に係合させることによって、前記ガスセパレータを含む複数の部材を水平方向に積層する
積層工程を備える。前記積層工程は、前記第１および第２の係合部において前記第１およ
び第２の案内部材に支持される第１および第２の支持箇所を、前記ガスセパレータの重心
を間に挟んで離間する位置に配置すると共に、前記ガスセパレータの積層面上で、前記第
１および第２の支持箇所を結んだ直線よりも重力方向下方の領域に前記重心が存在するよ
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うに、前記第１および第２の係合部を前記第１および第２の案内部材に係合させる工程で
ある。
【００１０】
　この形態の燃料電池の製造方法によれば、水平方向に延びる第１および第２の案内部材
にガスセパレータの第１および第２の係合部を係合させて、ガスセパレータを吊り下げた
状態で積層するため、重力を利用して各ガスセパレータを重力方向に平行な状態にするこ
とができ、ガスセパレータを互いに精度よく位置合わせしつつ積層することが容易となる
。特に、ガスセパレータを積層時の向きに配置したときにガスセパレータの重心よりも重
力方向上方において重心を間に挟んで水平方向に離間するように、第１および第２の支持
箇所を配置しているため、ガスセパレータが係合部を中心にして揺動することを抑え、積
層時に回転方向のずれが生じることを抑制できる。また、ガスセパレータを吊り下げた状
態で積層するため、積層方向に重力が働かず、重力に起因してガスセパレータの面圧が高
まることがない。そのため、既に積層したガスセパレータの積層ずれを修正する動作を、
比較的容易に行なうことが可能になる。
【００１１】
（２）上記形態の燃料電池の製造方法において、前記第１および第２の支持箇所は、前記
ガスセパレータの重心よりも重力方向上方に配置されることとしてもよい。この形態の燃
料電池の製造方法によれば、ガスセパレータの積層時に、ガスセパレータを、より安定し
て吊り下げることができる。
【００１２】
（３）上記形態の燃料電池の製造方法において、前記第１および第２の支持箇所は、前記
第１および第２の係合部を前記第１および第２の案内部材に係合させたときに、前記重心
からの重力方向の距離が互いに異なっていることとしてもよい。この形態の燃料電池の製
造方法によれば、ガスセパレータを積層する際に、ガスセパレータの向き（裏表）の識別
性が高まり、ガスセパレータを積層する際の作業性が向上する。
【００１３】
（４）上記形態の燃料電池の製造方法において、前記積層工程は；前記第１の支持箇所が
、前記第２の支持箇所よりも、重力方向上方に配置されると共に；前記第１および第２の
係合部において前記第１および第２の案内部材による支持が可能な領域である第１および
第２の支持領域と、前記第１および第２の案内部材において前記第１および第２の係合部
と接することが可能な領域である第１および第２の接触領域と、のうちの少なくともいず
れか一方が、前記第１の係合部側から前記第２の係合部側に向かって重力方向下方に傾く
傾斜面を形成するように；前記第１および第２の係合部を前記第１および第２の案内部材
に係合させる工程であることとしてもよい。
　この形態の燃料電池の製造方法によれば、ガスセパレータを積層する際に、水平方向の
位置合わせの精度を高めることができる。
【００１４】
（５）上記形態の燃料電池の製造方法において、前記積層工程は、前記第１の係合部にお
いて前記ガスセパレータを前記案内部材に対して位置決めするように、前記第１および第
２の係合部を前記第１および第２の案内部材に係合させる工程であることとしてもよい。
この形態の燃料電池の製造方法によれば、ガスセパレータを積層する際に、ガスセパレー
タの積層面を互いに平行に保つ効果を高めることができる。
【００１５】
（６）上記形態の燃料電池の製造方法において、前記案内部は、さらに、前記第１および
第２の係合部と前記第１および第２の案内部材との間の密着を抑制する振動を、前記第１
および第２の案内部材に発生させる振動発生部を備え、前記積層工程は、前記振動発生部
によって前記案内部材に振動を発生させつつ行なわれることとしてもよい。このような構
成によれば、ガスセパレータと第１および第２の案内部材との間の摩擦に起因するガスセ
パレータの損傷を抑えることができる。
【００１６】
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（７）本発明の他の形態によれば、燃料電池用ガスセパレータが提供される。燃料電池用
ガスセパレータは、該ガスセパレータの外周に形成された凹および／または凸形状を備え
る第１および第２の係合部が設けられている。前記第１および第２の係合部は、前記第１
および第２の係合部で前記ガスセパレータを吊り下げたときに；前記ガスセパレータの積
層面が重力方向に平行になる第１の状態であって；前記ガスセパレータの積層面上で、前
記第１の係合部において吊り下げのために他の部材と接触可能な第１の支持領域上の第１
の任意の点と、前記第２の係合部において吊り下げのために他の部材と接触可能な第２の
支持領域上の第２の任意の点と、を結んだ直線よりも重力方向下方の領域に、前記ガスセ
パレータの重心が存在すると共に、前記第１および第２の支持領域同士が前記重心を間に
挟んで水平方向に離間して配置される第１の状態で；前記ガスセパレータを吊り下げ可能
な位置に設けられている。
　この形態の燃料電池用ガスセパレータによれば、第１および第２の係合部を、第１およ
び第２の係合部間の位置関係に応じた位置関係に配置されて水平方向に延びる所定の案内
部材に係合させて、ガスセパレータの積層面が重力方向に平行になるようにガスセパレー
タを吊り下げることにより、ガスセパレータを精度よく位置合わせしつつ積層することが
容易となる。また、このようにしてガスセパレータを含む複数の部材を積層することで、
既に積層したガスセパレータの積層ずれを修正する動作を、比較的容易に行なうことが可
能になる。
【００１７】
　本発明は、上記以外の種々の形態で実現可能であり、例えば、燃料電池の製造方法によ
り製造された燃料電池、燃料電池用ガスセパレータの積層方法、燃料電池用ガスセパレー
タの搬送方法、単セルの積層方法、単セルの搬送方法などの形態で実現することが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】単セルの構成の概略を表わす分解斜視図である。
【図２】燃料電池スタックの外観を表わす斜視図である。
【図３】燃料電池スタックの組み立ての様子を示す説明図（正面視）である。
【図４】燃料電池スタックの組み立ての様子を示す説明図（側面視）である。
【図５】燃料電池スタックの組み立ての様子を示す説明図（平面視）である。
【図６】単セルを重力方向に積層する様子を表わす説明図である。
【図７】単セルを傾斜させて積層する様子を表わす説明図である。
【図８】単セルの上辺と下辺の中央部に係合部を設ける構成を表わす説明図である。
【図９】係合部に代えてピン穴を設けた単セルの構成を表わす説明図である。
【図１０】単セルを積層する様子を表わす説明図である。
【図１１】係合部の近傍の様子を拡大して示す説明図である。
【図１２】係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図１３】係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図１４】係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図１５】係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図１６】案内部材の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図１７】係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図１８】単セルが案内部材に係合して積層される様子を表わす斜視図である。
【図１９】係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。
【図２０】係合部および案内部材の配置に係る変形例を示す説明図である。
【図２１】係合部および案内部材の形状と積層の動作に関する変形例を示す説明図である
。
【図２２】第１の係合部と第１の案内部材とが係合する様子を表わす説明図である。
【図２３】第２の係合部側で水平方向の位置決めを行なう構成を表わす説明図である。
【図２４】位置合わせの場所によって積層される単セルに加わる力が異なる様子を示す説
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明図である。
【図２５】係合部と案内部材とが点接触する構成を表わす説明図である。
【図２６】水平方向の位置合わせに関する変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
Ａ．燃料電池の全体構成：
　図１は、本発明の好適な一実施形態としての燃料電池を構成する単セル１０の構成の概
略を表わす分解斜視図である。また、図２は、単セル１０を積層して成る燃料電池スタッ
ク１１の外観を表わす斜視図である。
【００２０】
　単セル１０は、発電部１２と、発電部１２を外周部において両側から挟持する一組の樹
脂フレーム１３，１４と、樹脂フレーム１３，１４によって支持される発電部１２を両側
から挟持する一組のガスセパレータ１５，１６と、を備えている。
【００２１】
　発電部１２は、電解質膜と、電解質膜上に形成された電極とを備えている。本実施形態
の燃料電池は、固体高分子形燃料電池であり、電解質膜は、固体高分子材料、例えばフッ
素系樹脂により形成されたプロトン伝導性のイオン交換膜によって構成されている。電極
であるアノードおよびカソードは、触媒として、例えば白金、あるいは白金合金を備えて
おり、これらの触媒を、導電性を有する担体上に担持させることによって形成されている
。より具体的には、アノードおよびカソードは、例えば上記触媒を担持したカーボン粒子
と、電解質膜を構成する高分子電解質と同様の電解質と、を含有する電極インクを、電解
質膜上に塗布することにより形成されている。なお、本実施形態の発電部１２は、電極上
に配置され、カーボンペーパなどの導電性を有する多孔質体によって構成されるガス拡散
層を、さらに備えている。
【００２２】
　ガスセパレータ１５，１６は、略長方形状の金属製薄板部材であり、プレス成形によっ
てその両面に凹凸形状が形成されると共に、所定の位置に穴部が設けられている。このよ
うな凹凸形状によって、ガスセパレータ１５と発電部１２との間、および、ガスセパレー
タ１６と発電部１２との間には、反応ガス（水素を含有する燃料ガスあるいは酸素を含有
する酸化ガス）が流れるセル内ガス流路が形成される。なお、隣接する単セル１０間では
、一方の単セルが備えるガスセパレータ１５の凹凸形状と、他方の単セルが備えるガスセ
パレータ１６の凹凸形状とによって、冷媒の流路であるセル間冷媒流路が形成される。
【００２３】
　樹脂フレーム１３、１４は、絶縁性の樹脂によって形成されており、中央部に、略四角
形状の穴部であって、ガスセパレータ１５，１６においてセル内ガス流路を形成するため
の凹凸形状が形成された領域とほぼ重なるように形成された穴部２９が設けられている。
樹脂フレーム１３，１４は、所定の高さの凹凸を有するガスセパレータ１５，１６と発電
部１２の間に配置されて、ガス流路となる空間を確保するためのスペーサとしての役割を
果たしている。
【００２４】
　ガスセパレータ１５，１６、および樹脂フレーム１３，１４は、その外周部の対応する
位置に、６つの穴部２２～２７を備えている。これらの穴部２２～２７は、ガスセパレー
タ１５，１６および樹脂フレーム１３，１４が積層されて燃料電池が組み立てられたとき
には、対応する穴部同士が積層方向に重なり合って、燃料電池内部を積層方向に貫通する
流体流路を形成する。すなわち、各セル内ガス流路との間で反応ガスの供給あるいは排出
を行なう反応ガスマニホールドや、各セル間冷媒流路との間で冷媒の供給あるいは排出を
行なう冷媒マニホールドを形成する。さらに、各ガスセパレータ１５，１６および樹脂フ
レーム１３，１４には、外周に設けられた凹凸形状(凹および／または凸形状)である係合
部２８が、積層方向に重なる位置に２つずつ設けられている。係合部２８は、ガスセパレ
ータ１５，１６を含む単セル１０を積層する際に用いる構造であり、後に詳しく説明する
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。
【００２５】
　図２に示すように、本実施形態の燃料電池は、複数の単セル１０を積層して成るスタッ
ク構造を有し、単セル１０の積層体の両端に、出力端子３２または３３を備える一対の集
電板３１、一対の絶縁板３５、エンドプレート３６，３７を順次配置することによって形
成される。集電板３１、絶縁板３５、およびエンドプレート３６，３７の各々には、ガス
セパレータ１５，１６および樹脂フレーム１３，１４と同様に一対の係合部２８が設けら
れている。ただし、表面に凹凸形状がなく平坦な表面を有する集電板３１、絶縁板３５、
およびエンドプレート３６，３７は、ガスセパレータ１５，１６とは異なり、積層ずれが
生じても積層面における面圧の不均一を生じることがないため、ガスセパレータ１５，１
６に比べて係合部２８の形成精度を低くしてもよい。
【００２６】
　また、図２において手前側に記載した集電板３１、絶縁板３５およびエンドプレート３
６には、ガスセパレータに設けた穴部２２～２７と積層方向に重なる位置に、孔部４１～
４６が設けられている。これらの孔部４１～４６を介して、既述したマニホールドに対し
て、反応ガスあるいは冷媒の給排が行なわれる。なお、燃料電池スタック１１は、単セル
１０の積層方向に所定の押圧力をかけて締結した状態で保持されるが、図２では、燃料電
池スタック１１の締結構造については図示を省略している。
【００２７】
Ｂ．燃料電池スタック１１の組み立て工程：
　燃料電池を製造する際には、ガスセパレータ１５と樹脂フレーム１３とを位置合わせし
て接着すると共に、ガスセパレータ１６と樹脂フレーム１４とを位置合わせして接着する
。また、発電部１２と樹脂フレーム１３、１４とを貼り合わせることにより、単セル１０
を作製する。このような単セル１０を複数用意して順次積層することにより、燃料電池ス
タック１１を組み立てる。
【００２８】
　図３～５は、燃料電池スタック１１の組み立ての様子を示す説明図である。図３は正面
視した様子を示し、図４は側面視した様子を示し、図５は平面視した様子を示す。本実施
形態では、各単セル１０の積層面を重力方向に平行に向けて、水平方向を積層方向として
組立を行なう。図３～５では、水平方向のうち、ガスセパレータ１５，１６（単セル１０
）の長手方向に平行な方向をＸ方向としており、Ｘ方向に垂直な積層方向をＹ方向として
いる。また、重力方向上向きをＺ方向としている。なお、積層面とは、各単セル１０にお
いて隣接する単セル１０と接する面、および、燃料電池スタック１１を構成する各部材に
おいて、このような面と平行な面をいう。
【００２９】
　図３～５に示すように、燃料電池の組み立ては、製造装置５０を用いて行なう。製造装
置５０は、案内部５８を備えている。案内部５８は、互いに平行であって、積層方向、す
なわちＹ方向に延びると共に、重力方向（Ｚ方向）に投影したときに異なる位置に存在す
る薄板状の２本の案内部材５２を備えている。燃料電池を組み立てる際には、２本の案内
部材５２に対して、単セル１０に設けた（ガスセパレータ１５，１６および樹脂フレーム
１３，１４に設けた）２つの係合部２８を係合させる。すなわち、単セル１０に設けた２
つの係合部２８は、図３に示す正面視（単セル１０の積層面）において、２本の案内部材
５２の位置関係を満たすように設けられている。
【００３０】
　図３では、単セル１０の積層面における重心（ガスセパレータ１５，１６の重心）を点
Ｃとして示しているが、本実施形態の単セル１０（セパレータ１５，１６）は略長方形状
であるため、重心Ｃは対角線の交点である。図３に示すように、単セル１０に設けた２つ
の係合部２８は、積層時に重力方向と平行になる互いに対向する辺に各々設けられている
。すなわち、単セル１０に設けた２つの係合部２８は、重心Ｃを間に挟んで水平方向に離
間する位置に配置されている。さらに、上記２つの係合部２８は、いずれも、重心Ｃより
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も重力方向上方に配置されている。特に本実施形態では、２つの係合部２８は、単セル１
０を積層時の向きに配置したときに、重心Ｃからの重力方向の距離が互いに異なっている
。図３では、一方の係合部２８において案内部材５２に支持される支持箇所の、重心Ｃか
らの重力方向の距離をｂ１として示しており、他方の係合部２８において案内部材５２に
支持される支持箇所の、重心Ｃからの重力方向の距離をｂ２として示している。ここでは
、ｂ２＜ｂ１が成立する。なお、本実施形態では、単セル１０に設けた一対の係合部２８
のうち、重心Ｃからの距離がｂ１である係合部２８を第１の係合部とも呼び、重心Ｃから
の距離がｂ２である係合部２８を第２の係合部とも呼ぶ。また、一対の案内部材５２のう
ち、第１の係合部と係合する案内部材５２を第１の案内部材と呼び、第２の係合部と係合
する案内部材５２を第２の案内部材と呼ぶ。
【００３１】
　単セル１０の外周に設けた凹凸形状である係合部２８は、略四角形状であって、単セル
１０の重力方向に平行な辺で開口する凹部形状を有している。単セル１０を積層する際に
は、凹部形状である２つの係合部２８内に案内部材５２を嵌め込むようにして、単セル１
０を製造装置５０に取り付ける。上記嵌め込みの後には、薄板状の案内部材５２の上面が
係合部２８の内周に接触して単セル１０を重力方向下方から支えることにより、単セル１
０が吊り下げられる。
【００３２】
　図３に示すように、単セル１０を製造装置５０に取り付けると、係合部２８の内周と案
内部材５２との間には、Ｘ方向の大きさがａ１およびａ２である隙間が形成される。上記
隙間の大きさの合計である（ａ１＋ａ２）は、燃料電池スタック１１におけるＸ方向の積
層ずれの大きさとして許容できる値以下となるように設定されている。また、上記隙間の
大きさの合計である（ａ１＋ａ２）は、２本の案内部材５２に係合部２８を係合させる動
作を支障無く行なえるように設定されている。ここで、２本の案内部材５２に係合部２８
を係合させる動作を支障無く行なうためのゆとりは、係合部２８の重力方向（Ｚ方向）の
長さによっても確保されている。なお、燃料電池スタック１１におけるＺ方向の積層ずれ
の精度は、２本の案内部材５２の上面の位置の精度と、案内部材５２の上面に接する係合
部２８の内周の形状の精度とによって確保している。
【００３３】
　図４および図５に示すように、エンドプレート３６は、端部３６ａと、端部３６ａから
積層方向に突出して設けられた基部３６ｂとを備えている。基部３６ｂは、積層面の形状
が、各単セル１０とほぼ同じであり、係合部２８と積層方向に丁度重なる形状の切り欠き
部３８が設けられている。端部３６ａは、積層面の形状が、基部３６ｂよりも一回り大き
く周方向に張り出した略四角形状となっている。燃料電池スタック１１を組み立てる際に
は、まず、２本の案内部材５２の一方の端部を、エンドプレート３６の基部３６ｂに設け
られた切り欠き部３８に嵌め込む。なお、図４では、各動作の説明のために、最初に行な
われる案内部材５２を切り欠き部３８に嵌め込む動作と共に、複数の単セル１０が順次積
層される動作が示されている。
【００３４】
　２本の案内部材５２の一方の端部を切り欠き部３８に嵌め込むと、絶縁板３５、集電板
３１をこの順で案内部材５２に係合させて、エンドプレート３６の基部３６ｂに押しつけ
るように順次積層する。その後、複数の単セル１０を順次案内部材５２に係合させて積層
する。なお、単セル１０等の各部材を積層する際には、隣接する部材間にシール材を適宜
配置する。所望の数の単セル１０を積層した後には、集電板３１、絶縁板３５、およびエ
ンドプレート３７をこの順で案内部材５２に係合させて積層し、得られた積層体全体を積
層方向に押圧しながら締結することにより、燃料電池スタック１１を完成する。なお、図
４および図５に基づく上記説明では、孔部４１～４６が設けられたエンドプレート３６側
から順に積層の動作を行なったが、逆の順序としてもよい。すなわち、エンドプレート３
７を先頭に配置して、エンドプレート３７側からエンドプレート３６側に向かって各部材
を積層し、燃料電池スタック１１を製造してもよい。
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【００３５】
　ここで、図３に示すように、製造装置５０の案内部５８において、各々の案内部材５２
と係合部２８との間の密着を抑制する（各々の案内部材５２と係合部２８との間の摩擦を
低減する）ための振動を案内部材５２に発生させる振動発生部５３を設けることとしても
よい。振動発生部５３は、例えば、超音波振動子とすることができる。これにより、案内
部材５２全体で超音波を発生させて、各単セル１０が若干浮き上がった状態にして、各単
セル１０をリニア搬送することが可能になる。その結果、上記摩擦に起因する単セル１０
の損傷を抑えることができる。なお、振動発生部５３によって単セル１０をリニア搬送す
る力は案内部材５２全体で生じるため、単セル１０が積層された後、すなわち図５におい
て矢印αで示した範囲の単セル１０においても、矢印方向に単セル１０を移動させようと
する力が働く。しかしながら、超音波振動子により生じる搬送力は通常はあまり大きくな
いため、エンドプレート３６側へと移動した各単セル１０が、エンドプレート３６側で隣
接する単セル１０と接触した後に、既に積層された積層体を押圧する力が問題になること
はない。
【００３６】
　なお、振動発生部５３は、超音波振動子以外であってもよく、各々の案内部材５２と係
合部２８との間の密着を抑制可能となる振動を案内部材５２に発生させることができれば
よい。また、振動発生部５３が発生させる振動は、単セル１０の積層時に許容される積層
ずれに対して十分に小さい振幅を有していればよい。
【００３７】
　上記積層時に、案内部材５２に係合部２８を係合させた後に、単セル１０をエンドプレ
ート３６側へと移動させる動作（図５において矢印βで示した範囲の移動の動作）は、手
作業により行なってもよいが、搬送装置を用いて機械的に行なってもよい。既述したよう
に案内部５８に超音波振動子を設けて単セル１０をリニア搬送する場合であっても、製造
効率を向上させるためには、単セル１０を移動させる力を別途加えることが望ましい。図
４、５では、製造装置５０に搬送装置５５を設けた構成を示している。搬送装置５５は、
積層体に対して重力方向上方と下方の両方に設けられている。各々の搬送装置５５は、２
本の回転軸５６によって一定方向に回転駆動されるベルト５７を備えており、このベルト
５７が各単セル１０の上辺と下辺の各々に接することによって、各単セル１０をエンドプ
レート３６側へと移動させる。上方と下方の搬送装置５５間で、ベルト５７の駆動速度を
一定に合わせることにより、各単セル１０の積層面が重力方向と平行な状態を保ったまま
、各単セル１０を平行に移動させることができる。この搬送装置５５では、単セル１０の
積層に伴って、ベルト５７の駆動速度に応じた一定の速度で、積層方向（Ｙ方向であり、
エンドプレート３６から離間する方向）にベルト５７および回転軸５６が平行移動する。
そのため、積層された単セル１０の枚数が増加しても、積層体におけるエンドプレート３
６から最も離間した端部とベルト５７との相対的な位置関係が維持される。これにより、
単セル１０の積層枚数が増加しても、搬送装置５５を用いて単セル１０を移動させて積層
する動作を継続することができる。
【００３８】
　また、図５に示すように、搬送装置５５には、積層し終わった単セル１０から成る製造
途中の積層体における単セル１０の戻りや傾きの発生を抑制するための仮押さえ部５４を
設けることが望ましい。仮押さえ部５４としては、搬送装置を搬送されるワークの逆走を
防止するために用いる周知のアンチバック機構を適宜用いることができる。このような仮
押さえ部５４は、一方向へのワークの移動（エンドプレート３６側への単セル１０の移動
）を許容するが反対側への移動を妨げるレバー（爪部）を備えている。図５では、仮押さ
え部５４として、上記レバーの部分だけを示している。
【００３９】
　図５に示した仮押さえ部５４は、搬送装置５５において、回転軸５６およびベルト５７
から離間した位置であって、製造途中の積層体においてエンドプレート３６から最も離間
して配置された単セル１０を仮押さえできる位置に、回転軸５６およびベルト５７との相
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対的な位置が変化しないように固定されている。すなわち、仮押さえ部５４は、単セル１
０の積層の動作に伴って回転軸５６およびベルト５７と共に積層方向（Ｙ方向であり、エ
ンドプレート３６から離間する方向）に平行移動可能となるように、搬送装置５５に固定
されている。これにより、製造途中の積層体における単セル１０の積層枚数が増えても、
積層体においてエンドプレート３６から最も離間して配置された単セル１０を仮押さえし
続けることができる。
【００４０】
　仮押さえ部５４は、少なくとも重力方向上方（Ｚ方向側）に配置された搬送装置５５に
おいて、単セル１０のＸ方向の両端近傍を仮押さえできる位置に一対設けることが望まし
い。これにより、製造途中の積層体において、各単セル１０がＸ方向に平行に配置された
状態を容易に維持可能となる。仮押さえ部５４の上記レバー(爪部）を、重力方向下方に
より長く形成することで、製造途中の積層体において、各単セル１０を重力方向（Ｚ方向
）に平行な状態に保ち易くなる。また、一対の仮押さえ部５４を、重力方向下方の配置さ
れた搬送装置５５にも同様に設けることにより、各単セル１０を重力方向に平行な状態に
さらに保ち易くできる。
【００４１】
　以上のように構成された本実施形態によれば、水平方向に延びる案内部材に単セル１０
を係合させて、単セル１０を吊り下げた状態で積層するため、重力を利用して単セル１０
を重力方向に平行な状態に維持することができ、単セル１０を精度よく位置合わせしつつ
積層することが容易となる。すなわち、単セル１０の積層時に、個々の単セル１０に生じ
た傾きが積層体全体で蓄積されることを抑制できる。また、積層される単セル１０に対し
て傾く力が働いたとしても、重力が傾きを修正する方向に働くため、単セル１０が互いに
平行な状態を保ち易くなる。また、単セル１０を吊り下げた状態で単セル１０を積層する
ため、積層された単セル１０において積層方向に重力が働かず、各単セル１０において重
力に起因して面圧が高まることがない。そのため、既に積層した単セル１０の積層ずれを
修正する動作を、比較的容易に行なうことが可能になる。なお、「案内部材５２が水平に
延びる」とは、完全に水平方向に延びる場合だけでなく、案内部材５２が水平方向と成す
角度が５°以下である場合を含む。
【００４２】
　さらに、本実施形態によれば、単セル１０を吊り下げるための係合部が、単セル１０を
積層時の向きに配置したときに、単セル１０の重心Ｃよりも重力方向上方において、重心
Ｃを間に挟んで水平方向に離間して配置されており、単セル１０を吊り下げたときに単セ
ル１０に対して重力方向下方から上方に向かう力が働かない。その結果、係合部を中心に
して単セル１０が揺動することがないため、吊り下げた単セル１０の回転を抑え、積層時
に回転方向のずれが生じることを抑制できる。なお、既述した図３に基づく説明では、説
明を簡素化するために、積層面が略四角形状である単セル１０の対角線の交点を重心Ｃと
したが、重心Ｃは、単セル１０（ガスセパレータ１５，１６）の積層面の外周形状に基づ
いて求めれば良い。すなわち、単セル１０の積層面において、単セル１０の外周に設けた
凹凸形状（第１および第２の係合部２８等）や穴部（燃料電池内の流体流路を形成する穴
部２２～２７等）を含む単セル１０の外周形状に基づいて、重心Ｃを求めれば良い。
【００４３】
　図６は、本実施形態とは異なり、重力方向に平行に延びる案内部材５２ａを用いて、こ
のような案内部材５２ａに単セル１０の外周を沿わせて（当接させて）位置合わせしなが
ら、単セル１０を重力方向に積層する様子を表わす説明図である。このような場合には、
各単セル１０において重力方向上向き（Ｚ方向）の摩擦力が働く。そのため、製造途中の
積層体において、各単セル１０の案内部材５２ａに当接する辺に対向する辺側がより圧縮
されて、積層体が案内部材５２ａから離間する側に傾き易くなる。また、案内部材５２ａ
から水平方向（Ｙ方向）の反力がさらに働くため、積層体がさらに上記のように傾き易く
なる。また、図６のように重力方向に単セル１０を積層する場合には、各単セル１０間に
配置するシール材が重力によって押しつぶされて単セル１０間の接着力が強まるため、積
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層された後の単セル１０の移動が困難となり、その結果、積層体に生じた傾きを積層後に
解消する動作が困難となる。
【００４４】
　図７は、各単セル１０が重力の働きで案内部材に接するように単セル１０の積層面を傾
斜させ、さらに、積層した各単セル１０が倒れにくいように積層体を積層方向にも傾斜さ
せた構成を表わす説明図である。図７（Ａ）は、積層体を正面視した様子を表わし、図７
（Ｂ）は側面視した様子を表わす。ここでは、単セル１０の外周を案内部材５２ｂに沿わ
せて単セル１０を積層しており、案内部材５２ｂの配置によって、上記のように積層体を
傾斜させている。このように積層体を傾けつつ積層する場合には、図６のように重力方向
に積層する場合に比べて各単セル１０の倒れは少なくなり得るが、各単セル１０において
微小な倒れが生じるとこれが蓄積されて積層体全体が傾く。また、重力成分の一部が積層
方向に働いて単セル１０間のシール材を圧縮して接着性が高まるため、積層体に生じた単
セル１０の傾きを積層後に解消する動作が困難となる。
【００４５】
　単セル１０を重力方向に平行に吊り下げて積層を行なう本実施形態では、単セル１０の
積層面が重力方向に平行であって単セル１０同士が平行な状態を容易に維持することがで
き、隣接する単セル１０間の接着性が重力に起因して過剰となることもない。したがって
、上記した図６および図７に係る不都合を抑えることができる。
【００４６】
　図８は、単セル１０の上辺と下辺の中央部に係合部２８を設けると共に、燃料電池の製
造装置において、上記２つの係合部間の距離だけ互いに離間して水平方向に延びる平行な
案内部材５２ｃを設ける構成を正面視した様子を表わす説明図である。このような場合に
は、重力が積層方向に働かないため、本実施形態と同様に積層時のガスセパレータの傾き
を抑えることができる。しかしながら、ガスセパレータの上辺の中央部でガスセパレータ
を吊り下げる場合には、嵌め込みの動作のために必然的に要する下辺側の係合部２８と案
内部材５２ｃとの間の隙間に起因して、単セル１０が、上辺側の案内部材５２ｃを中心に
して揺動する可能性がある。特に、下辺側の案内部材５２ｃによって単セル１０に対して
重力方向上方に向かう力が生じ得るため、比較的小さな力で単セル１０が回転方向に移動
し得る。単セル１０に回転方向のずれが生じると、積層の精度が低下する。
【００４７】
　本実施形態では、単セル１０の重心Ｃを間に挟んで水平方向に離間して配置された係合
部２８で吊り下げるため、水平方向だけでなく、回転方向のずれも抑制することができる
。単セル１０を回転させるためには重力方向上向きの成分を有する力が必要になり、本実
施形態のように対向する２箇所で単セル１０を吊り下げる場合には、単セル１０の回転移
動のためには大きな回転モーメントが必要になる。しかしながら本実施形態の単セル１０
は、重力方向下方から支えることなく重力により吊り下げられているため、このような力
はかかり難く、回転ずれを抑制することができる。
【００４８】
　図９は、本実施形態の係合部２８に代えてピン穴１２８を設けた単セル１１０の構成の
概略を表わす説明図である。また、図１０は、上記単セル１１０を積層する様子を表わす
説明図である。図１０（Ａ）は斜視図であり、図１０（Ｂ）は側面視を模式的に表わして
いる。
【００４９】
　図９に示すように、ピン穴１２８は、単セル１１０の外周の近傍において外周から離間
して設けられた穴であり、図１０に示すように、このピン穴１２８を、製造装置が備える
案内ピン１５２に通すことによって積層が行なわれる。このような場合には、案内ピン１
５２の一方の端部から順次単セル１１０を嵌め込む必要がある。さらに、一旦積層した単
セル１１０を案内ピン１５２から外す場合には、外したい単セル１１０より後に積層した
単セル１１０を全て外した後に、案内ピン１５２の上記一方の端部から、所望の単セル１
１０を外す必要がある。また、案内ピン１５２を積層方向の途中で支えることができない
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ため、図１０（Ｂ）に示すように取り付けた単セル１１０の重みで案内ピン１５２が次第
に撓み、案内ピン１５２の撓みに起因して単セル１１０の積層ずれが生じ得る。案内ピン
１５２の撓みを抑制するには、案内ピン１５２を太くして剛性を高める必要があるが、そ
の結果ピン穴１２８も大きくする必要が生じるため、単セル１１０の面積が過剰に大きく
なってしまう。さらに、ピン穴１２８によって単セル１１０を吊り下げる場合には、積層
ずれを抑えるために、ピン穴１２８全体の形成精度を高める必要があり、製造工程が煩雑
化する場合がある。
【００５０】
　これに対して本実施形態では、係合部２８が、単セル１０の外周に形成されて単セル１
０の重力方向に平行な辺で開口する凹部形状であるため、製造装置５０の案内部材５２へ
の着脱を、任意の箇所で容易に行なうことが可能になる。また、単セル１０の係合部２８
を、レール状の案内部材５２の途中の位置で案内部材５２に係合させればよいため、製造
装置５０において案内部材５２を支持する構造を、案内部材５２が延びる水平方向にわた
って、単セル１０の係合の動作に干渉することなく設けることが可能になる。そのため、
図９，１０に示すように穴をピン状の案内部材に通すことで単セルを吊り下げる場合に比
べて、案内部材の強度を高めることができる。その結果、多くの積層した単セル１０を案
内部材が支える場合であっても、案内部材５２の断面積を大きくすることなく案内部材の
撓みを抑えることができ、積層ずれを抑制することができる。また、本実施形態では、図
３に示した（ａ１＋ａ２）の値の精度、および、案内部材５２の上面に接する係合部２８
の内周の形状の精度を確保すればよく、凹部形状全体で高い精度を確保する必要が無いた
め、係合部２８の形成精度の確保のための製造工程の煩雑化を抑えることができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、一対の係合部２８は、単セル１０を積層時の向きに配置したと
きに、重心Ｃからの重力方向の距離が互いに異なっているため、単セル１０の向き（裏表
）の視認性が高まる。そのため、単セル１０を積層する組み立て時の作業性が向上する。
なお、単セル１０を積層時の向きに配置したときの重心Ｃからの重力方向の距離は、一対
の係合部２８間で同じであってもよい。
【００５２】
　図１１は、本実施形態の係合部２８の近傍の様子を拡大して示す説明図である。ガスセ
パレータ１５，１６等の係合部２８を形成した部材では、係合部２８を構成する凹凸形状
において、外周の角部を落として曲線状にして（Ｒをつけて）、取扱いの安全性を高める
ことが望ましい。図１１では、丸めた角部を「Ｒ」として示している。
【００５３】
　係合部２８において、案内部材５２と接触可能な有効平坦部の長さは、例えば３～４ｍ
ｍとすることができる。有効平坦部とは、案内部材５２の上面に接することが可能な係合
部２８の内周の水平部分であり、係合部２８の角部を丸める場合には、曲線部である「Ｒ
」の部分を除いた長さである。図１１では、有効平坦部の長さを、長さＬとして示してい
る。有効平坦部の長さは、単セル１０を吊り下げる十分な支持力が得られればよい。
【００５４】
　また、図１１では、係合部２８の水平方向の深さを深さＤとして示している。この深さ
Ｄは、単セル１０に設けられた一対の２８間で互いに異なっていることが望ましい。係合
部２８の深さＤが異なる場合には、単セル１０を案内部材５２に係合させる際に、深さＤ
が深い側の係合部２８から先に案内部材５２への係合の動作を行なえばよい。これにより
、単セル１０を製造装置５０に取り付ける動作を、より容易にすることができる。
【００５５】
　本実施形態では、係合部２８を、単セル１０の積層時に製造装置５０の案内部材５２に
係合させるために用いたが、ライン間搬送など、さらに異なる用い方をしてもよい。例え
ば、単セル１０を作製した後、単セル１０を製造装置５０に搬送するために用いることが
できる。具体的には、単セル１０の作製箇所から製造装置５０の近傍まで、案内部材５２
と同様の水平方向に延びる搬送レールを設け、この搬送レールに係合部２８を係合させて
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、単セル１０を製造装置５０まで搬送してもよい。この場合には、燃料電池スタック１１
を形成するのに必要な枚数ごとに、搬送する単セル１０間の間隔を大きく開けることで、
燃料電池スタック１１の組立動作が容易になる。また、上記のように単セル１０を搬送す
るならば、単セル１０の不良が発見されたときに、単セル１０の抜き差しを容易に行なう
ことができる。同様に、ガスセパレータ１５，１６の製造箇所から単セル１０の組み立て
箇所までガスセパレータ１５，１６を搬送する際に、ガスセパレータ１５，１６の係合部
２８を搬送レールに係合させて搬送してもよい。
【００５６】
Ｃ．変形例：
・変形例１（係合部および案内部材の形状に関する変形）：
　図１２～１５は、係合部の形状に係る変形例を示す説明図である。上記各実施形態では
、係合部２８は、略四角形状であって単セル１０の重力方向に平行な辺で開口する凹部形
状としたが、異なる構成としてもよい。
【００５７】
　図１２は、略三角形状であって単セル１０の重力方向に平行な辺で開口する凹部形状で
ある係合部２２８を有する単セル２１０（ガスセパレータ）の形状を示す平面図である。
このような単セル２１０は、係合部２２８の水平方向に延びる内周部分２２９において、
案内部材５２に係合する。
【００５８】
　図１３は、略三角形状であって単セル１０の重力方向に平行な辺から突出する凸部形状
である係合部３２８を有する単セル３１０（ガスセパレータ）の形状を示す平面図である
。このような単セル３１０は、係合部３２８の水平方向に延びる外周部分３２９において
、案内部材５２に係合する。
【００５９】
　図１４は、単セル１０の重力方向に平行な辺に設けられた略矩形の凹部形状である係合
部４２８を有する単セル４１０（ガスセパレータ）の形状を示す平面図である。このよう
な単セル４１０は、係合部４２８の水平方向に延びる内周部分４２９において、案内部材
５２に係合する。単セル１０の外周に特別な凹凸形状を別途用意しなくても、他の要因に
より単セル１０の外周に凹凸形状が形成される場合には、このような凹凸形状を係合部と
して利用してもよい。
【００６０】
　図１５は、略三角形状であって単セル１０の重力方向に平行な辺で開口する凹部形状と
、略三角形状であって単セル１０の重力方向に平行な辺から突出する凸部形状とが組み合
わされた形状の係合部５２８を有する単セル５１０（ガスセパレータ）の形状を示す平面
図である。このような単セル５１０は、係合部２２８の水平方向に延びる外周部分５２９
において、案内部材５２に係合する。図１２から図１５に示した係合部における凹部形状
や凸部形状あるいはその組合せは、いずれも、本願明細書の課題を解決するための手段に
記載の「凹および／または凸形状」に相当する。
【００６１】
　図１６は、案内部材の形状に係る変形例を示す説明図である。図１６に示す構成は、実
施形態と同様の構成であるが、案内部材５２の先端部に、積層方向の断面が略円形となる
曲面部５１を形成している点が異なっている。このように、案内部材５２と係合部２８と
の接触面積をより小さくすることで、案内部材５２と単セル１０（ガスセパレータ１５，
１６）との間に発生する摩擦力を削減し、上記摩擦力に起因する単セル１０の損傷を抑え
ることができる。
【００６２】
　図１７は、さらに異なる形状の係合部６２８を有する単セル６１０（ガスセパレータ）
の形状を示す平面図である。また、図１８は、単セル６１０が案内部材６５２に係合して
積層される様子を表わす斜視図である。図１７に示すように、係合部６２８は、単セル６
１０の外周近傍に設けられた略円形の孔部が、この孔部と最も近い単セル６１０の外周と
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連通して開口した形状を有している。すなわち、係合部６２８は、上記略円形の孔部が、
単セル６１０における重力方向に平行な辺のうちの上記略円形の孔部に近い辺と、迂回す
ることなく連通して開口する形状を有している。このような単セル６１０を積層するため
に用いる案内部材６５２は、上記略円形の孔部に対応する断面形状の、水平方向に延びる
略円柱形状の曲面部６５１を有しており、曲面部６５１は、積層方向全体にわたって支持
されている。なお、図１８では、曲面部６５１を支持する構造の一部のみ記載している。
このような構成とすれば、案内部材６５２が延びる水平方向にわたって、案内部材６５２
を支持するために案内部材６５２の断面の径を過大にする必要がなく、案内部材６５２の
撓みを抑えることができる。そのため、案内部材６５２の一方の端部から単セル６１０の
嵌め込みを行なう必要があること以外は、実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００６３】
　図１９は、さらに異なる形状の係合部を有する単セル７１０（ガスセパレータ）の形状
を示す平面図である。単セル７１０では、一対の係合部のうち、一方は実施形態の係合部
２８と同様の形状であり、他方は図１７に示した係合部６２８と同様の形状である。この
ような構成としても、単セル６１０と同様の効果を奏することができる。単セル７１０で
は、一部が単セル７１０の外周で開口した断面略円形の係合部６２８において、Ｘ－Ｚ方
向の位置決めをすることができる。また、係合部２８において、回転方向の位置決めをす
ることができる。図１９のように一方を係合部２８の形状とすれば、図１７のように双方
を係合部６２８の形状とする場合に比べて、位置決め精度を確保しつつ、係合部および案
内部材に要求される精度を抑え、積層の動作を容易にすることができる。
【００６４】
　実施形態では、単セル１０（ガスセパレータ１５，１６）に２つの係合部２８を設ける
と共に、製造装置５０に２本の案内部材５２を設けたが、係合部と案内部材を３組以上設
けてもよい。３組以上の係合部および案内部材を設ける場合であっても、ガスセパレータ
の重心よりも重力方向上方において重心を間に挟んで水平方向に離間して配置された特定
の２組の係合部および案内部材によって、単セル１０の吊り下げが実質的に行なわれてい
ればよい。この場合には、上記した単セル１０の吊り下げに実質的に寄与する２組以外の
係合部および案内部材は、単セル１０の積層時に個々の単セル１０が重力方向に対して傾
くのを抑えると共に積層ずれを防止するために、補助的に寄与することができる。このよ
うに補助的に寄与する係合部および案内部材は、ガスセパレータの重心よりも重力方向下
方に設ける構成も好ましい。
【００６５】
・変形例２（係合部および案内部材の配置に関する変形）：
　図２０は、係合部の配置に係る変形例を示す説明図である。既述した実施形態および変
形例１では、単セルを積層装置に対して吊り下げたときに、単セルに設けた一対の係合部
（第１および第２の係合部）の全体が、単セルの積層面における重心Ｃ（ガスセパレータ
の重心）よりも重力方向上方に配置されることとしたが、異なる構成としてもよい。図２
０では、図３と同様の製造装置５０が備える案内部材５２に単セル１０１０を係合させて
、正面視した様子を示す。なお、図２０では、図３と共通する部分には同じ参照番号を付
して、詳しい説明を省略する。
【００６６】
　図２０では、単セル１０１０に設けた第１および第２の係合部２８の各々において、案
内部材５２によって重力方向下方から支持される領域のうち、最も重心Ｃ寄りの箇所を、
第１の支持箇所Ａ１、第２の支持箇所Ａ２として示している。なお、既述したように、一
対の係合部２８のうち、重力方向上方の第１の支持箇所Ａ１が形成される係合部２８が、
第１の係合部２８であり、重力方向下方の第２の支持箇所Ａ２が形成される係合部２８が
、第２の係合部２８である。また、第１の係合部２８が係合する案内部材５２を、第１の
案内部材５２と呼び、第２の係合部２８が係合する案内部材５２を、第２の案内部材５２
と呼ぶ。
【００６７】
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　図２０の単セル１０１０では、一対の係合部２８のうち、第２の係合部２８の一部は、
重心Ｃよりも重力方向下方にまで広がって形成されている。しかしながら、単セル１０１
０では、第１の支持箇所Ａ１と第２の支持箇所Ａ２とを結んだ直線Ｌ１よりも重力方向下
方の領域に重心Ｃが存在すると共に、第１および第２の支持箇所は、重心Ｃを間に挟んで
水平方向に離間している。そのため、既述した実施形態と同様に、積層時のずれを抑えて
、単セルを精度よく位置合わせしつつ積層することを容易にする効果が得られる。
【００６８】
　このように、少なくとも一方の係合部２８の一部が、重心Ｃよりも重力方向下方に配置
するように設けられていても、第１の支持箇所Ａ１および第２の支持箇所Ａ２を結んだ直
線Ｌ１よりも重力方向下方に重心Ｃがあれば、実施形態と同様の効果が得られる。このと
き、第１および第２の支持箇所のうち、重力方向下方側の第２の支持箇所Ａ２は、重心Ｃ
よりも重力方向下方に配置されることとしてもよい。ただし、第１の支持箇所Ａ１および
第２の支持箇所Ａ２の双方が、重心Ｃよりも重力方向上方に配置される方が、単セルをよ
り安定して吊り下げる観点から望ましい。
【００６９】
　また、単セルにおいて、第１の支持箇所Ａ１および第２の支持箇所Ａ２が上記した位置
関係を満たすように第１および第２の係合部２８を形成するならば、単セルを積層時の向
きに配置したときに、第１の支持箇所Ａ１と第２の支持箇所Ａ２とは、重心Ｃからの重力
方向の距離が互いに異なるため、単セルの向き（裏表）の識別性が高まる。その結果、単
セル１０を積層する組み立て時の作業性が向上する。
【００７０】
　なお、単セルを積層時の向きに配置したときの重心Ｃからの重力方向の距離は、第１の
支持箇所Ａ１と第２の支持箇所Ａ２との間で同じであってもよい。単セルの積層面におい
て、第１の支持箇所Ａ１と第２の支持箇所Ａ２とを結んだ直線Ｌ１よりも重力方向下方の
領域に重心Ｃが存在すれば、同様の効果が得られる。
【００７１】
　上記した説明では、係合部２８と案内部材５２とは面接触することとしたが、異なる構
成としてもよい。例えば、図１６に示すように、係合部２８と案内部材５２とが点接触す
ることとしてもよい。この場合には、支持箇所Ａ１，Ａ２は、単セル１０の積層面上で、
係合部２８において案内部材５２と接する点を指すこととすればよい。
【００７２】
　また、上記した説明では、単セル１０の積層面上で、係合部２８において案内部材５２
によって支持される領域のうち、最も重心Ｃ寄りの箇所を支持箇所Ａ１，Ａ２として、支
持箇所Ａ１，Ａ２を結んだ直線Ｌ１と重心Ｃとの位置関係を規定したが、異なる構成とし
てもよい。単セル１０の積層面上で、第１の係合部２８において案内部材５２と接触可能
な領域上の任意の点と、第２の係合部２８において案内部材５２と接触可能な領域上の任
意の点と、を結んだ直線よりも重力方向下方の領域に重心Ｃが存在すれば、同様の効果が
得られる。ここで、第１の係合部２８の内表面において案内部材５２によって支持される
領域は、課題を解決する手段における「第１の支持領域」に相当し、第２の係合部２８の
内表面において案内部材５２によって支持される領域は、「第２の支持領域」に相当する
。
【００７３】
・変形例３（係合部および案内部材の形状と積層の動作に関する変形）：
　図２１は、係合部および案内部材の形状と積層の動作に関する変形例を示す説明図であ
る。図２１では、図３と同様の製造装置５０が備える案内部材５２に単セル８１０を係合
させて、正面視した様子を示す。なお、図２１では、図３と共通する部分には同じ参照番
号を付して、詳しい説明を省略する。
【００７４】
　図２１では、図２０と同様に、第１の支持箇所Ａ１と第２の支持箇所Ａ２とを結んだ直
線Ｌ１よりも重力方向下方の領域に重心Ｃが存在すると共に、第１および第２の支持箇所
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は、重心Ｃを間に挟んで水平方向に離間している。さらに、図２１では、単セル８１０の
第１および第２の係合部２８において案内部材５２によって支持される領域である第１お
よび第２の支持領域と、第１および第２の案内部材５２において第１および第２の係合部
と接する領域である第１および第２の接触領域と、の双方が、傾斜面を形成している。
【００７５】
　図２２は、第１の係合部２８と第１の案内部材５２とが係合する様子を拡大して表わす
説明図である。変形例３の単セル８１０では、第１の係合部２８に、第１の位置決め部６
０が設けられている。第１の係合部２８は、単セル１０の重力方向に平行な辺で開口する
凹部形状を有しているが、第１の位置決め部６０は、第１の係合部２８の開口部において
、重力方向下方に突出する形状に形成されている。また、第１の案内部材５２には、その
先端部に、凸部５９が形成されている。変形例３では、第１の案内部材５２は、凸部５９
における重力方向上方の面が第１の係合部２８に接することによって、単セル８１０を重
力方向下方から支持する。図２２において、第１の係合部２８の内表面における範囲Ｅに
対応する領域が、課題を解決する手段における「第１の支持領域」に相当し、凸部５９の
表面における範囲Ｅに対応する領域が、課題を解決する手段における「第１の接触領域」
に相当する。なお、図２１に示すように、第２の案内部材５２は、既述した実施形態と同
様に、凸部を有しない平板状に形成されている。
【００７６】
　変形例３では、第１および第２の係合部２８と第１および第２の案内部材５２とが接す
る面、すなわち、係合部２８側の第１および第２の支持領域と、案内部材５２側の第１お
よび第２の接触領域とが、第２の係合部側から第１の係合部側に向かって重力方向下方に
傾く傾斜面を形成している。これら第１および第２の支持領域と、第１および第２の接触
領域との、水平面に対する傾きの角度は、いずれも同じになっている。なお、図２１では
、第１および第２の支持領域と、第１および第２の接触領域とは、いずれも同一平面内に
存在するが、第１の支持領域および第１の接触領域と、第２の支持領域および第２の接触
領域とは、異なる面内にあってもよく、互いに平行であればよい。ここで、傾きの角度が
同じ、あるいは平行であるとは、水平面と成す角度の差が、５°以下であることをいう。
【００７７】
　このように、第１および第２の係合部２８と第１および第２の案内部材５２とが接する
面が傾斜することにより、単セル８１０を案内部材５２に係合させる際には、案内部材５
２側の第１および第２の接触領域に沿って、第１の係合部側から第２の係合部側へと、単
セル８１０を移動させる力が働く。図２１では、重力Ｇの分力として、力Ｄ１およびＤ２
が示されている。これらのうち、案内部材５２側の第１および第２の接触領域に平行な力
であるＤ２が、上記した単セル８１０を移動させる力となる。
【００７８】
　第１の係合部２８には、既述したように、凸部５９における第１の接触領域に垂直な面
と接する第１の位置決め部６０が形成されている（図２２参照）。単セル８１０の積層時
に、上記したように案内部材５２側の第１および第２の接触領域に沿って単セル８１０が
移動する際には、第１の位置決め部６０が凸部５９に係合することにより、単セル８１０
の移動が停止する。
【００７９】
　このように、変形例３では、係合部２８側の第１および第２の支持領域と、案内部材５
２側の第１および第２の接触領域とに傾斜を設けると共に、単セル８１０を係止させる第
１の位置決め部６０を第１の係合部２８に設けている。そのため、実施形態と同様の効果
に加えて、単セル８１０の積層の際の位置合わせとして、水平方向（Ｘ方向）の位置合わ
せの精度を高める効果が得られる。
【００８０】
　また、変形例３では、製造装置５０の案内部５８において案内部材５２を保持する支柱
、および、単セル８１０において一対の係合部２８が開口する２つの辺の各々は、重力方
向に平行な状態で、係合部２８の支持領域および案内部材５２の接触領域を傾斜させてい
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る。そのため、製造装置５０の全体を傾ける必要が無いため、製造装置５０の構造の複雑
化を抑えつつ、単セル８１０の水平方向の位置合わせの精度を高めることができる。
【００８１】
なお、傾斜の角度は、係合部２８と案内部材５２との間の抵抗（摩擦力）の大きさ等を考
慮し、単セルが重力方向下方に移動して第１の位置決め部６０にて位置合わせ可能となる
ように、適宜設定すればよい。上記した傾斜面が水平面と成す角度は、例えば、３°以上
が好ましく、４°以上がさらに好ましい。既述したように、製造装置５０において、案内
部材５２に振動を発生させる振動発生部５３を設けるならば、より小さな角度でも、単セ
ル８１０を所望の位置に移動させることが容易になる。傾斜面が水平方向に対して成す角
度が大きいほど、セパレータを重力方向下方に押しつけて位置決めする効果を高めること
ができる。
【００８２】
　図２３は、変形例３における他の例として、第２の係合部２８側で水平方向の位置決め
を行なう構成を表わす説明図である。図２３では、第１の案内部材５２は凸部５９を有し
ていない。また、第１の案内部材５２では、第２の案内部材５２と共に、係合部２８を支
持する接触領域が、同じ角度に傾斜する同一面を形成している。図２３では、傾斜面に沿
って単セル９１０が移動するときには、第２の案内部材５２の先端部（水平方向において
重心Ｃに最も近い端部）が第２の係合部２８の内壁面に当接するまで、単セル９１０が移
動する。このような構成としても、単セル９１０の積層の際の位置合わせとして、水平方
向（Ｘ方向）の位置合わせの精度を高める同様の効果が得られる。
【００８３】
　なお、単セルの水平方向の位置合わせは、図２１，２２に示すように、重力方向上方に
設けた第１の係合部側で位置合わせする構成の方が、重力方向下方の第２の係合部で位置
合わせする構成よりも望ましい。第１の係合部側で位置合わせする方が、単セルの積層時
に、単セルの積層面を互いに平行に保つ効果が高まるためである。
【００８４】
　図２４（Ａ）および（Ｂ）は、位置合わせの場所によって積層される単セルに加わる力
が異なる様子を示す説明図である。図２４（Ａ）は、重力方向上方に設けた第１の係合部
側で位置合わせする構成を表わし、図２４（Ｂ）は、重力方向下方の第２の係合部で位置
合わせする構成を表わす。図２４（Ａ）に示すように、重力方向上方で単セル８１０を支
持する場合には、単セル８１０の積層面に傾きが生じた場合であっても、生じた傾きを修
正する方向に重力が作用することができる。これに対して、図２４（Ｂ）に示すように、
重力方向下方で単セル９１０を支持する場合には、重力が、単セル９１０の積層面に生じ
た傾きを大きくする方向に作用する可能性がある。
【００８５】
　図２５は、変形例３におけるさらに他の例として、係合部２８と案内部材５２とが点接
触する構成を表わす説明図である。ここでは、第１および第２の係合部２８において、第
１および第２の案内部材５２による支持が可能な領域である支持領域は、図２１と同様の
傾斜面となっているが、第１の係合部２８は、第１の位置決め部６０を有していない。ま
た、第１および第２の案内部材５２は、図１６と同様に、積層方向の断面が略円形となる
曲面部が先端部に形成される点が異なっている。
【００８６】
　このような構成としても、図２１～２３と同様の効果を得ることができる。なお、図２
５の構成とは逆に、案内部材側において、第１および第２の係合部と接することが可能な
領域である第１および第２の接触領域に傾斜面を設け、係合部側の第１および第２の支持
領域は傾斜面とは異なる形状としてもよい。この場合には、例えば、単セル側に設けた凹
凸形状である第１および第２の係合部と、案内部材側の上記傾斜面とが点接触する構成と
することができる。係合部側の第１および第２の支持領域と、案内部材５２側の第１およ
び第２の接触領域とのうちの、少なくともいずれか一方が、既述した傾斜面を形成してお
り、積層時に、傾斜面に沿って重力方向下方に単セルを移動可能であれば、同様の効果を
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得ることができる。
【００８７】
・変形例４（水平方向の位置合わせに関する変形）：
　図２６は、水平方向の位置合わせに関する変形例を示す説明図である。図２６に示す単
セル５１０は、図１５の単セル５１０と同様の形状の係合部５２８と共に、さらに、第２
の位置決め部６２が形成されている。変形例４では、変形例３とは異なり、単セルを水平
方向に位置合わせするための構造を、係合部とは異なる構造として設けている。
【００８８】
　第２の位置決め部６２は、単セルの積層時に製造装置５０の特定箇所に係合することに
より、単セルを水平方向に位置決め可能であれば、いかなる形状であってもよく、如何な
る箇所に形成されていてもよい。また、第２の位置決め部６２は、水平方向の位置決めの
ためだけに新たに設けるのではなく、他の目的で単セルの外周に設ける凹凸形状を利用す
ることも望ましい。例えば、燃料電池の電圧などの出力状態を検出するセンサ（セルモニ
タ）の配線を固定するための構造を、単セルの積層時には第２の位置決め部６２として用
いてもよい。この場合には、単セルの水平方向の位置合わせのために単セルの構造が複雑
化することを抑制できる。なお、係合部の形状は、図１５の係合部５２８の他、既述した
実施形態や変形例１の各単セルに設けた係合部のように、他の形状としてもよい。このよ
うな構成とすれば、実施形態と同様の効果に加えて、単セルに積層時に水平方向の位置合
わせの精度が高まるという効果を奏する。
【００８９】
・変形例５（ガスセパレータおよび単セルの変形）：
　ガスセパレータの形状および単セルの構成は、種々の変形が可能である。例えば、ガス
セパレータにおいて、単セル内ガス流路および冷媒流路を形成するための凹凸や、マニホ
ールドを形成するための穴部の形状および配置は、実施例と異なっていてもよい。また、
単セル１０を構成する各部材の材質や、単セル１０内に設けられるシール構造も，種々の
変形が可能である。また、単セル１０は、固体酸化物形燃料電池など、固体高分子形燃料
電池以外の燃料電池としてもよい。さらに、単セル（ガスセパレータ）は、略四角形状以
外の形状としてもよい。他の形状であっても、ガスセパレータの重心よりも重力方向上方
においてガスセパレータの重心を間に挟んで水平方向に離間してガスセパレータの外周に
形成した凹凸形状である一対の係合部を設け、これらの係合部でガスセパレータを重力方
向に平行に吊り下げて積層可能であればよい。
【００９０】
・変形例６（積層の単位の変形）：
　実施形態では単セル１０を積層の単位としたが、異なる構成としてもよい。積層の単位
は、少なくとも１枚のガスセパレータを含む部材であればよい。例えば、１枚のガスセパ
レータと発電部１２の一部とを含む部材を、積層の単位としてもよい。あるいは、複数の
単セルを予め位置合わせして一体化した部材を積層の単位としてもよい。
【００９１】
　また、所望の数の単セル１０を積層して一体化した後に、積層体の側面の一部を切断し
て、係合部が形成された箇所を除去してもよい。特に係合部が凸部形状の場合には、上記
のように切断することで、係合部を設けることに起因する燃料電池の大型化を抑えること
ができる。ただし、実施形態のように係合部が凹部の場合には、特段の加工を行なわなく
ても、積層体が大型化することがない。
【００９２】
　本発明は、上述の実施形態や実施例、変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱
しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載
した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述
の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成す
るために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特
徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能で
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【符号の説明】
【００９３】
　　１０，１１０，２１０，３１０，４１０，５１０，６１０，７１０，８１０，９１０
，１０１０…単セル
　　１２…発電部
　　１３，１４…樹脂フレーム
　　１５，１６…ガスセパレータ
　　２２…穴部
　　２８，２２８，３２８，４２８，５２８，６２８…係合部
　　２９…穴部
　　３１…集電板
　　３２，３３…出力端子
　　３５…絶縁板
　　３６，３７…エンドプレート
　　３６ａ…端部
　　３６ｂ…基部
　　３８…切り欠き部
　　４１～４６…孔部
　　５０…製造装置
　　５１…曲面部
　　５２，５２ａ，５２ｂ，５２ｃ，６５２…案内部材
　　５３…振動発生部
　　５４…仮押さえ部
　　５５…搬送装置
　　５６…回転軸
　　５７…ベルト
　　５８…案内部
　　５９…凸部
　　６０…第１の位置決め部
　　６２…第２の位置決め部
　　１２８…ピン穴
　　１５２…案内ピン
　　２２９，４２９…内周部分
　　３２９，５２９…外周部分
　　６５１…曲面部
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